
国民健康保険　被保険者証　（サーモン色）
被保険者証の例

70歳以上75歳未満の方の被保険者証（兼高齢受給者証）の例

一部負担金割合が記載されます

義務教育就学前の方　　　　　 2割負担

義務教育就学以上70歳未満の方 3割負担

70歳以上75歳未満の方　　　　 2割負担

現役並み所得者 3割負担

一部負担金割合 （病院・薬局などの窓口で支払う割合）

問住民課国保年金班
　☎84－1214

国民健康保険 後期高齢者医療制度

8月1日から被保険者証が切り替わります8月1日から被保険者証が切り替わります

70歳以上75歳未満の方

被保険者証が高齢受給者証を兼ねています
　被保険者証に「兼高齢受給者証一部負担金割合」が記
載されますので、確認をお願いします。

これから70歳になる方
　高齢受給者証を兼ねる被保険者証は、誕生日の月の
翌月から（1日生まれの方は誕生日の月から）使用する
ものです。
　今回郵送する被保険者証の有効期限は、70歳になる
月の末日（1日生まれの方はその前月の末日）となって
います。
　70歳になる月（1日生まれの方はその前月）に高齢受
給者証を兼ねる被保険者証が郵送されますので、差し
替えてご使用願います。

これから75歳になる方
　75歳になる方の高齢受給者証を兼ねる被保険者証の
有効期限は、誕生日の前日となりますので誕生日以降
は、後期高齢者医療の被保険者となります。
　75歳になる月の前月に後期高齢者医療の被保険者証
を郵送します。

ジェネリック医薬品を活用しましょう
　新薬と同じ主成分で製造され、開発にかかる費
用も少ないため安価なジェネリック医薬品を活用
しましょう。

　ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師、
歯科医師、薬剤師に相談してください。

　言い出しにくい場合は「ジェネリック医薬品希
望シールを貼った被保険者証やおくすり手帳」を
提示しましょう。

（すべての薬にジェネリック医薬品があるわけで
はなく、治療方針や薬の在庫などによりジェネリ
ック医薬品に変更できない場合があります。）

　8月1日から使用する新しい被保険者証を、7月末日までに簡易書留で郵送します。被保険者証が届き
ましたら、記載内容に誤りがないか確認してください。
　なお、後期高齢者医療制度の被保険者証は、10月1日から医療費の自己負担割合が見直しされること
により、2回（7月末日までと9月末日まで）簡易書留で郵送しますので、ご注意ください。
　有効期限を過ぎた被保険者証は、住民課国保年金班へ返却していただくか、使用できないよう裁断し
処分してください。

被保険者証の再発行
　被保険者証を紛失したり、誤って破いてしまった
ときは、被保険者証を再発行することができます。
手続きに必要なもの
　本人確認ができる証明書
　（マイナンバーカード・運転免許証など）
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